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裁判員制度 どのような人が
裁判員に選ばれるのですか?

選挙権がある方
（有権者）から
裁判員を選びます。

Q & A

衆議院議員の選挙権がある方
（有権者）であれば、原則として誰
でも裁判員になることができま
す。ただし、選挙権のある方でも
法律上、裁判員になることができ
ない方もいます。

へー
そういうことか!

……  コメント  ……
……  名　　前  ……

生後３ヶ月から５歳ぐらいまでの就学前のお子さん。
任意の用紙に①氏名（ふりがな）②年齢（生年月日）③住所 
④電話番号 ⑤父母や祖父母等の家族のコメントを添えて、直
接または、封書で郵送してください。
写真の裏面に名前を書き添えて下さい。写真は返却いたしません。

募集
要領

投稿先 〒979－0402  広野町大字下北迫字苗代替35
広野町役場総務課企画グループ広報担当
「すくすく写真館」あて　　  27－2114

写　　真

掲載例

すく
すく写真館

すく
すく写真館すく
すく写真館すく
すく写真館
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